
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5年度市民向け権利擁護講座 

権利擁護とは、障がい者の方や高齢者の方などで何らかの事情により自分の思いや考えを伝えることが

困難な方の権利を保護することをいいます。将来に備えたい方、身寄りがなく不安を感じている方、当事

者やそのご家族、地域活動者などさまざまな市民の皆さんのご参加をお待ちしております。 

みんなで考える権利擁護 

◆会 場◆  そお生きいき健康センター（住所 鹿児島県曽於市末吉町二之方 2342 番地 2） 

◆申込先◆ 各回開催日の 1 週間前までに電話・FAX・専用フォームからお申込みください。 

曽於市社会福祉協議会権利擁護センター 

（電話 0986-72-0460 FAX 0986-72-3455） 

社会福祉法人曽於市社会福祉協議会 

     成年後見制度と 

福祉サービス利用支援事業 

     知って安心！権利擁護支援とは 

●成年後見制度 

      オリーブ司法書士事務所 

新丸 和博（司法書士） 

     ●福祉サービス利用支援事業 

      曽於市社会福祉協議会 

９月 

7 
（木） 

     任意後見・死後事務委任 

     最期まで自分らしく！ 

生きるために老後に備えよう！ 

●公証人役場の役割について 

●任意後見契約・遺言・尊厳死宣言 

      都城公証人役場 

久保 朝則（公証人） 

９月 

14 
（木） 

     障がい者の権利擁護 

     障がいがあっても自分らしく 

安心して暮らし続けるために 

●相談事例と当事者の体験談 

      そお地区障がい者等基幹相談支援センター 

      吉田 優（所長） 

９月 

21
（木） 

     高齢者の権利擁護 

     地域で暮らす高齢者の 

 尊厳と権利を守るために 

●認知症への理解・高齢者虐待について 

      曽於市地域包括支援センター 

      坂元 直美（センター長） 

10月 

5 
（木） 

     はじめよう！終活 

     将来に向けて前向きに準備 

      これからのこと考えませんか？ 

●おひとり様の終活のススメ 

●持ち物・写真整理講座 

       株式会社 鎌倉新書  

     

 

10月 

12 
（木） 

 各回の講座終了後、各回の講座講師による無料相談を 

受付けます。相談希望者はお申込みをお願いします。 

相談時間はおひとり 30 分程度を予定しています。事前に 

電話にて当センター職員が相談概要の聞き取りを行います。 

講座の内容 時間 14：00 ～ 15：30 ※要申込み 
 

個別相談 ※要申込み（各回 先着 3 名まで） 

時間 15：30 ～ 17：00 

 

専門職による     講座＆個別相談   無 料 

専用フォームは 

こちらから！ 



 

 

 

 

 

 

講座参加申込書 

ふりがな 

氏 名 

 

住 所 
〒 

連絡先 TEL            携帯 

参加希望日 

（いずれかに☑） 

14：00～15：30  

□ 全日程参加 

□ 9/7（木） □ 9/14（木） □ 9/21（木）  

□ 10/5（木）□ 10/12（木） 

  

個別相談申込書 

個別相談を希望する  

15：30～17：00  

（各回 先着 3 名まで） 

◆個別相談を希望される方は、講

座参加者を優先とさせていただき

ます。 

◆相談時間は 30 分程度 

◆相談は、各講座の講師が対応 

◆事前に電話にて当センター職員が

相談概要の聞き取りを行います 

希望日 

（いずれかに☑） 

□ 9/7（木） □ 9/14（木） 

□ 9/21（木）□ 10/5（木） 

□ 10/12（木） 

相談内容について簡単にご記入ください。 

 

  送信先 曽於市社会福祉協議会権利擁護センター 

     ＦＡＸ番号 ０９８６‐７２‐３４５５ 

みんなで考える権利擁護 

 
令和 5年度市民向け権利擁護講座 


